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（４）壁面の位置 

建築物の外壁又はこれに代わる柱、出窓、バルコニー等の面から、道路境界線及び隣地境界線までの

距離は１ｍ以上とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）建築物等の高さ 

建築物の高さは、地盤面から 9ｍ以下、軒高は 6.5ｍ以下とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用の除外 

 

 

２ 地域で自主的な運用を行うルール 

（１）建築物の形態又は色彩その他意匠 

道路に面した部分の緑化スペースの確保や、通風、採光の確保、延焼防止のため、壁面等の

位置の制限を定めます。 

ただし、以下に示すような建築物及び建築物の部分は、この限りではありません。 

 

低層の建築物によって形成されてきた街並みを維持するため、建築物等の高さを地盤面から

9ｍ以下、軒高は 6.5ｍ以下とします。 

なお、階数の制限は行っていません。 

 

 

建築物の高さ

9ｍ以下 

 

軒の高さ

6.5ｍ以下 

 

●地区街づくりプラン（計画）を検討するに

あたり、建築協約の階数の制限（２階）を

見直しました。 

●軒高の制限があるので、実質的に３階建

ての建築はできませんが、小屋裏収納、

ロフト等（天井高さを 1.4m以下）の工夫に

より、ライフスタイルに合わせた利用が可

能です。 

●建築物の高さの基準となる地盤面につい

ては、建築基準法施行令第 2 条第 2 項

の考え方を適用します。 

地区街づくりプラン（計画）の告示以前に建築された建築物（工事中のものを含む）で、前記

の(1)、(4)、(5)に適合しない場合はこの規定は適用しませんが、告示以降に増築、改築を行う

部分については適合させる必要があります。 

自動車車庫 

軒の高さ 2.3ｍ
以下の場合 

1ｍ 

道  路 

1ｍ 

1ｍ 

隣地 

建物 

1ｍ 

① 物置等 

② 軒の高さ 2.3ｍ以下、かつ床面
積の合計が 5㎡以下の部分 

③ 物置が複数の場合、合計の床面
積が 5㎡以下の場合は可 

隣地 隣地 ※建築基準法施行令第

135 条の 21 の一号に

よる緩和（いわゆる３

ｍルール）は認めてい

ませんので、ご留意く

ださい。 


